
受診証明書の記入方法

【新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きより抜粋】

⑥患者負担額
下記の手引き抜粋を参考に
してください。

⑤この請求に係る疾病以外
の疾病の診療日は含めない
でください。
同日に通院・入院がある場合
は入院のみ１日とし、入院外
には記入しません。

（イ）　給付内容
予防接種を受けたことによる疾病について受けた、以下に掲げる医療。ただし、健康保険等の療養

に要する費用の額の算定方法の例による医療に限る。よって、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険
適用外のものは対象外である。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象となる。（平成６年９月９
日健医発第 1023 号「健康保険法等の一部を改正する法律等の施行等について」の取扱いのとおり）

なお、給付を受けることができる疾病名・期間等は認定を受けたものに限るため、それらに変更や追
加があるときは改めて認定を受ける必要がある。

・ 診療
・ 薬剤又は治療材料の支給
・ 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
・ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・ 移送

（ウ）　給付額
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分。ただし、乳幼児医療費助成等の自治体の助成制

度による給付があった場合はその額を除いた額とし、現に要した費用の額を超えることはできない。
特殊医療とは、免疫学的諸検査であって医療保険対象外の医療をいう。各検査の上限額は以下の

通りである。




